
第２４号議案 

一宮市社会教育指導員設置規則の廃止について 

一宮市社会教育指導員設置規則を廃止する規則の制定について、別紙案を添

えて教育委員会の審議に付します。 

令和元年８月２３日 

一宮市教育委員会 

教育長 高 橋 信 哉 

提案理由 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人および被保佐人に係る欠格事項

の削除の措置を講ずるため。また、令和２年度以降、一宮市社会教育指導員を任

命する予定が無いため、本案を提出します。 



一宮市教委規則第４号 

一宮市社会教育指導員設置規則を廃止する規則 

一宮市社会教育指導員設置規則(昭和48年一宮市教委規則第2号)は、廃止する。 

付 則 

この規則は、令和2年4月1日から施行する。 
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○一宮市社会教育指導員設置規則

昭和48年3月31日

教委規則第2号

 (目的および設置) 

第1条 この規則は、市民の学習意欲を啓発し有効な社会教育活動を推進するため、一宮市

教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務) 

第2条 指導員は、社会教育主事とともに、社会教育活動に必要な直接指導および学習相談

並びに社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。

(欠格事項) 

第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 成年被後見人および被保佐人

(2) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでまたはその執行を受けることがな

くなるまでの者

(3) 本市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平12教委規則1・一部改正) 

(任命) 

第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから委員会が任命する。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5に規定する社会教育主事の講習を受講

する資格を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

(服務) 

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。

(免職) 

第6条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 指導員として、ふさわしくない行為があったとき。

(3) その他委員会において設置の必要がなくなったとき。

(任期) 
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第7条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

(報酬および費用弁償の額等) 

第8条 指導員の報酬および費用弁償の額並びにその支給方法は、一宮市報酬及び費用弁償

に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところによる。

(委任) 

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

付 則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

付 則(平成12年2月2日教委規則第1号) 

この規則は、平成12年4月1日から施行する。



                                第２５号議案 

一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委員の委嘱について 

一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委員の委嘱について、別紙案を添え

て教育委員会の審議に付します。 

令和元年８月２３日

一宮市教育委員会   

教育長 高 橋 信 哉 

提案理由 

任期満了のため、一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会設置要綱第３条

の規定により、本案を提出します。 



１．一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会委員　委嘱候補者

氏 名 備　考
新任
再任

高橋
たかはし

　信哉
し ん や

一宮市教育長 再

野中
の な か

　裕介
ゆうすけ

教育文化部長 再

宇都木
う つ き

　寧
やすし

弁護士 再

中川
なかがわ

　憲夫
の り お

公認会計士 新

菅野
すがの

　育子
いくこ

愛知淑徳大学教授 再

伊藤
いとう

　文
ふみ

栄
え

施設利用者代表 再

小川
お が わ

　典子
の り こ

施設利用者代表 新

２．委嘱期間

　　令和元年９月２７日から令和２年９月２６日まで



一宮市教育委員会図書館運営業務委託評価委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 一宮市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が所管する図書館に

ついて、図書館運営業務に係る委託の導入に伴い、委託期間中における図書

館運営業務委託の受託者（以下「受託者」という。）の事業状況を評価するた

め、図書館運営業務委託評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、受託者があらかじめ作成する業務計画書等の記載内容と受

託者が実際に提供した業務内容について比較検討を行うため、次に掲げる事

項について審査し、評価するものとする。 

(１) 図書館運営業務の実施状況 

(２) 図書館の利用状況  

(３) 利用者意見の調査結果 

(４) 運営業務実績の自己評価 

(５) 図書館の実地調査結果 

(６) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員７名を

もって組織する。 

(１) 教育長 

(２) 教育文化部長 

(３) 弁護士 

(４) 公認会計士 

(５) 学識経験者 

 (６) 施設利用者代表 

２ 委員会に会長及び副会長を置き、会長には教育長、副会長には教育文化部

長をもって充てる。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代

理する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１年間とする。ただし、教育委員会は、委員の同意を 

得て、これを延長することができる。 

２ 委員が辞任し、又は欠けたときは、速やかにこれを補充するものとする。



この場合における任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させるこ

とができる。 

４ 会議は、公開しないものとする。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育文化部図書館事務局が処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が委員会に諮って定める。 

付 則 

この要綱は、平成２５年９月２７日から施行する。 



第２６号議案

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。

令和元年８月２３日

一宮市教育委員会      

教育長 高 橋 信 哉 



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業














